
なお、事業報告書等の提出状況については、内閣府ＮＰＯのホーム
ページをご確認ください。

山梨県総合県⺠⽀援局まなび⽀援課
電話 ０５５−２２３−１３５0

山梨県では、平成３１年３月に「事業報告書等を提出しな
い特定非営利活動法人に関する取扱要領」を策定し、
要領に基づき、順次、事業報告書を３年以上提出していない
ＮＰＯ法人の認証を取り消すこととしました。

認証を取り消されますと、・

ＮＰＯ法人は、解散させられます。
解散時の役員は、全てのＮＰＯ法人の役員を辞めなければ
なりません。
取消後、２年間は全てのＮＰＯ法人の役員に就けません。
県のホームページに、処分内容が掲載されます。

事業報告書等を提出していない法人は、至急、

• 未提出の事業報告書等を提出していただくか、
• 総会による解散の手続きをしてください。

事業報告書等を３年以上提出していない
ＮＰＯ法人の認証を、
順次、取り消します


